




要約:母子保健の実施主体の変化が問われている中で、乳幼児健診の充実及び体制整備を目

的とした昨年の 3か年計画の次年度として、1)昨年の管内市町村母子健康相談システム案

(別祇)を 14市町村に提案し検討した。その中から老人保健等多様の保健婦業務の中での効

率的、効果的方法としての一課題として、健診対象(適期)の意志統一とまとめの内容検討

を行い、2)事後処理及び保護者の相談の場として、保健所に月1回「子ども養育相談室」

を開設、3)健診協力医との懇談会開催等を実施した。 


